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労務関係の法改正まとめ 

政府は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするため、

「働き方改革」を推進しています。そのため、このところ、労務関係の法改正が続いています。今回の

CBCA NEWSでは、ここ 2年の主な法改正をまとめてみました。 

 主な内容一覧 

内容 施行（中小企業の施行） 

年 5日の年次有給休暇の確実な取得 2019年 4月 

時間外労働の上限規制 2019年 4月（2020年 4月） 

64歳以上の雇用保険加入者の保険料が免除から徴収へ 2020年 4月 

同一労働同一賃金 2020年 4月（2021年 4月）注 1 

パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化 2020年 6月（2022年 4月）注 2 

副業・兼業の場合における労働時間管理 2020年 9月 

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の義務化 2021年 4月 

70歳までの就業機会確保努力義務化 2021年 4月 

中途採用比率公表の義務化（大企業：301人以上） 2021年 4月（大企業のみ） 

注 1）中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用 

注 2）中小企業は 2022 年 3 月までは努力義務 

 年 5日の年次有給休暇の確実な取得 

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が 10日以上の全ての労働者に対し、毎年 5日、年次有給休

暇を確実に取得させる必要があります。 

以下の要件を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。 

 半年間継続して雇われている 

 全労働日の 8割以上を出勤している 

 時間外労働の上限規制 

残業時間の上限は、原則として月 45 時間、年 360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを

超えることはできません。 

なお、臨時的な特別な事情

があって労使が合意する場

合でも、以下を超えることは

できません。 

 年 720時間 

 複数月平均 80時間（2

か月～6 か月平均が

全て 80 時間以内、休

日労働含む） 

 月 100時間未満（休

日労働含む）  
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 同一労働同一賃金 

【不合理な待遇差をなくすための規定の整備】 

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらやる待遇につ

いて、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 

① 均衡待遇（不合理な待遇差の禁止） 

 職務内容 

 職務内容・配置の変更の範囲 

 その他の事情 

の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。 

② 均等待遇（差別的取扱いの禁止） 

 職務内容 

 職務内容・配置の変更の範囲 

が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要があります。 

なお、派遣労働者については、次のいずれかを確保することを義務化します。 

 派遣先の労働者との均等・均衡待遇 

 一定の要件を満たす労使協定による待遇 

【労働者に対する待遇に関する説明義務の強化】 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を

求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をし

なければなりません。 

 副業・兼業の場合における労働時間管理 

2 社以上で労働者として働いている人（管理監督者等の労働時間規制が適用されない人はその会社

分は除く）は、2社以上の労働時間を足して、法定労働時間を超えた場合には、割増賃金を支給しなく

てはいけません（通常は「後から労働契約を締結した会社」が割増賃金を支給することになります）。 

 70歳までの就業機会確保努力義務化 

65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から 70 歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就

業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設します。 

 70歳までの定年引き上げ 

 定年制の廃止 

 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入 

 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 

 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 

b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業 


